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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

　

回次
第５期

第１四半期
累計期間

第４期

会計期間
自 2021年11月１日
至 2022年１月31日

自 2020年11月１日
至 2021年10月31日

売上高 (千円) 200,341 507,617

経常利益又は損失(△) (千円) 67,688 △78,687

四半期純利益又は損失（△） (千円) 88,404 △79,217

持分法を適用した場合の投資利益 (千円) ― ―

資本金 (千円) 100,000 100,000

発行済株式総数 (株) 1,602,600 1,602,600

純資産額 (千円) 220,170 127,768

総資産額 (千円) 307,755 252,446

１株当たり四半期純利益又は１株
当たり当期純損失（△）

(円) 41.99 △37.62

潜在株式調整後１株当たり四半期純
利益

(円) ― ―

１株当たり配当額 (円) ― ―

自己資本比率 (％) 71.5 50.6

(注) １．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移につい

ては記載しておりません。

２．持分法を適用した場合の投資利益については、当社は関連会社が存在しないため記載しておりません。

３．第４期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式は存在するものの、当社株式は非上場

であり期中平均株価が把握できないため、また、１株当たり当期純損失であるため、記載しておりません。

第10期第１四半期累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式は存在するもの

の、当社株式は非上場であり期中平均株価が把握できないため、記載しておりません。

４.「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日）等を当第１四半期連結会計期間の期

首から適用しており、当第１四半期連結累計期間に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適

用した後の指標等となっております。

５．当社は配当を行っておりませんので、１株当たり配当額につきましては、記載しておりません。

６．潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、新株予約権の残高がありますが、当社株式は非上場で

あり、期中平均株価が把握できないため記載しておりません。

７．当社は、第４期第１四半期累計期間については四半期財務諸表を作成していないため、第４期第１四半期累

計期間に係る主要な経営指標等の推移については記載しておりません。

８．2022年４月19日付で普通株式１株につき普通株式２株の割合で株式分割を行っております。当事業年度の期

首に当該株式分割が行われたと仮定して1株当たり四半期純利益及び1株当たり当期純損失を算定しておりま

す。
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２ 【事業の内容】

当第１四半期累計期間において、当社において営まれている事業の内容について、重要な変更はありません。
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第２ 【事業の状況】

１ 【事業等のリスク】

当第１四半期累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、新規上場申請のための有価証券報告書

（Ⅰの部）に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。

２ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

　文中の将来に関する事項は、当四半期会計期間の末日現在において当社が判断したものであります。なお、当社は、

前第１四半期累計期間については四半期財務諸表を作成していないため、前年同四半期累計期間との比較分析は行っ

ておりません。

(１) 経営成績の状況

　当社はＡＩを中心としてＩｏＴ・ロボティクス・自然言語処理・ハードウェア等の各種テクノロジーを統合的に活

用したソリューションを提供する「ソリューション提供事業」を展開しております。当社は収益の「継続性」と「高

成長性」の実現を重要視しながら、事業展開しております。

当第１四半期累計期間（2021年11月１日から2022年１月31日まで）においては、新型コロナウィルス感染症の拡大な

どがありましたが、当社におきましては、契約件数等は堅調に推移し、売上は順調に推移いたしました。以上の結果、

当第１四半期累計期間の売上高は200,341千円となり、営業利益は67,688千円、経常利益67,668千円、四半期純利益は

88,404千円となりました。 なお、当社の事業セグメントはソリューション提供事業の単一セグメントのため、セグメ

ント別の記載は省略しております。

(２) 財政状態の状況

①資産の部

(流動資産）

当第１四半期会計期間末における流動資産は282,767千円となり、前事業年度末に比べ52,465千円増加いたしまし

た。これは主に、業容拡大に伴う人件費等の増加により現金及び預金が35,330千円減少したこと並びに売上高の増

加に伴い売掛金が89,642千円増加したことによるものであります。

(固定資産)

当第１四半期会計期間末における固定資産は24,987千円となり、前事業年度末に比べ2,844千円増加いたしまし

た。これは主に、ソフトウエアの計上等により無形固定資産が3,183千円増加したことによるものであります。この

結果、総資産は307,755千円となり、前事業年度末に比べ55,309千円増加いたしました。

②負債の部

当第１四半期会計期間末における流動負債は87,002千円となり、前事業年度末に比べ36,261千円減少いたしまし

た。これは主に、未払費用が36,527千円減少したことによるものであります。この結果、負債合計は、87,584千円

となり、前事業年度末に比べ37,092千円減少いたしました。

③純資産の部

当第１四半期会計期間末における純資産合計は220,170千円となり、前事業年度末に比べ92,402千円増加いたしま

した。これは主に、当期純利益による利益剰余金の増加によるものであります。

（３）経営方針・経営戦略等

当第１四半期累計期間において、当社が定めている経営方針・経営戦略等について重要な変更はありません。

（４）事業上及び財務上の対処すべき課題

当第１四半期累計期間において、当社が対処すべき課題について重要な変更はありません。

（５）重要な会計方針、会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

　当第１四半期累計期間において、当社が会計上の見積りに用いた新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う影響等

に関する仮定については、重要な変更はありません。
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（６）優先的に対処すべき事業場及び財務上の課題

　当第１四半期累計期間において、当社が優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題について重要な変更はあり

ません。

（７）研究開発活動

　 当第１四半期累計期間の研究開発費総額は21,801千円であります。

３ 【経営上の重要な契約等】

当第１四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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第３ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 2,000,000,000

計 2,000,000,000

（注）2022年４月４日開催の臨時株主総会決議により、2022年４月19日付で株式分割に伴う定款変更が行われ、普

通株式の発行可能株式総数は1,990,500,000株減少し9,500,000株となっております。

② 【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間
末現在発行数(株)
(2022年１月31日)

提出日現在
発行数(株)

(2022年４月8日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 1,602,600 1,602,600 非上場 単元株式数100株

計 1,602,600 1,602,600 ― ―

(注) １.提出日現在発行数には、2021年11月１日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行さ

れた株式数は、含まれておりません。

２．2022年３月16日開催の取締役会決議により、2022年４月19日付で１株を２株に株式分割いたしました。これ

により普通株式の株式数は1,620,600株増加し、発行済株式総数は3,205,200株となっております。

３．2022年４月４日開催の臨時株主総会決議により、2022年４月19日付で１単元を100株とする単元株制度を採

用しております。

(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

② 【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。
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(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数
（株）

発行済株式
総数残高
（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金
増減額
（千円）

資本準備金
残高

（千円）

2021年11月１日～
2022年１月31日

― 1,602,600 ― 100,000 ― 99,100

（注）１．2022年３月16日開催の取締役会決議により、2022年４月19日付で１株を２株に株式分割いたしました。こ

れにより普通株式の株式数は1,620,600株増加し、発行済株式総数は3,205,200株となっております。

(5) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。

(6) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

2022年１月31日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等) 普通株式 550,000 ― ―

完全議決権株式(その他) 普通株式1,052,600 1,052,600 ―

単元未満株式 ― ― ―

発行済株式総数 普通株式1,602,600 ― ―

総株主の議決権 ― 1,052,600 ―

(注) 2022年３月16日開催の取締役会決議により、2022年４月19日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行

うとともに、2022年４月４日開催の臨時株主総会により、2022年４月19日付で１単元を100株とする単元株制度

を採用しております。これに伴い、完全議決権株式(自己株式等)は、1,100,000株、完全議決権株式（その他）

の株式数は普通株式2,105,200株、議決権の数は21,052個、発行済株式総数の株式数は3,205,200株、総株主の

議決権の数は21,052個となっております。

② 【自己株式等】

2022年１月31日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数

(株)

他人名義
所有株式数

(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

(自己保有株式)
株式会社pluszero

東京都世田谷区北沢２丁目
６番10号仙田ビル４階

550,000 ― 550,000 34.32

計 ― 550,000 ― 550,000 34.32
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２ 【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４ 【経理の状況】

１ 四半期財務諸表の作成方法について

当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第63

号)に基づいて作成しております。

２ 監査証明について

当社は、株式会社東京証券取引所の有価証券上場規程第216条第６項の規定に基づき、金融商品取引法第193条の２

第１項の規定に準じて、第１四半期会計期間(2021年11月１日から2022年１月31日まで)及び第１四半期累計期間(2021

年11月１日から2022年１月31日まで)に係る四半期財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による四半期レビュ

ーを受けております。

３ 四半期連結財務諸表について

当社は、子会社がありませんので、四半期連結財務諸表を作成しておりません。
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１ 【四半期財務諸表】

(1) 【四半期貸借対照表】

(単位：千円)

前事業年度
(2021年10月31日)

当第１四半期会計期間
(2022年１月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 138,675 103,327

売掛金 79,922 ―

売掛金及び契約資産 ― 169,565

仕掛品 3,490 ―

前払費用 7,494 9,072

その他 737 801

流動資産合計 230,302 282,767

固定資産

有形固定資産

建物(純額) 2,449 2,401

工具、器具及び備品(純額) 1,203 1,071

有形固定資産合計 3,652 3,473

無形固定資産

ソフトウエア 233 5,123

営業権 9,061 7,354

無形固定資産合計 9,294 12,478

投資その他の資産

投資有価証券 2,720 ―

長期前払費用 4,462 3,813

繰延税金資産 ― 3,207

その他 2,014 2,014

投資その他の資産合計 9,196 9,035

固定資産合計 22,143 24,987

資産合計 252,446 307,755
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(単位：千円)

前事業年度
(2021年10月31日)

当第１四半期会計期間
(2022年１月31日)

負債の部

　流動負債

1年内返済予定の長期借入金 3,601 3,324

未払金 17,516 7,614

未払費用 67,046 30,519

未払法人税等 530 2,599

未払消費税 19,068 19,337

前受金 2,475 1,980

預り金 13,026 6,103

賞与引当金 ― 15,524

流動負債合計 123,264 87,002

固定負債

長期借入金 1,413 582

固定負債合計 1,413 582

負債合計 124,677 87,584

純資産の部

株主資本

資本金 100,000 100,000

資本剰余金 109,098 109,098

利益剰余金 △80,835 11,566

自己株式 △495 △495

株主資本合計 127,768 220,170

純資産合計 127,768 220,170

負債純資産合計 252,446 307,755
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(2) 【四半期損益計算書】

【第１四半期累計期間】

(単位：千円)
当第１四半期累計期間
(自2021年11月１日
至2022年１月31日)

売上高 200,341

売上原価 64,786

売上総利益 135,555

販売費及び一般管理費 67,867

営業利益 67,688

営業外収益

受取利息 0

営業外収益合計 0

営業外費用

支払利息 20

営業外費用合計 20

経常利益 67,668

特別利益

投資有価証券売却益 20,128

特別利益合計 20,128

税引前四半期純利益 87,796

法人税、住民税及び事業税 2,599

法人税等調整額 △3,207

法人税等合計 △608

四半期純利益 88,404
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【注記事項】

(会計方針の変更等）

(収益認識に関する会計基準等の適用)

　「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号2020年３月31日。以下「収益認識会計基準」とい

う。）等を当第１四半期会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点

で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。これに

より、従来、プロジェクト型の一部の案件にかかる収益認識について、納品時に一括で収益を認識する方法

としておりましたが、財又はサービスに対する支配が顧客に一定の期間にわたり移転する場合には、財又は

サービスを顧客に移転する履行義務を充足するにつれて、一定の期間にわたり収益を認識する方法に変更し

ております。

履行義務の充足に係る進捗度の測定は、各報告期間の期末日までに発生した原価実績の見積原価総額に対す

る割合に基づいて行っております。また、契約の初期段階において、履行義務の充足に係る進捗度を合理的

に見積もることができないが発生する費用を回収することが見込まれる場合は、原価回収基準にて収益を認

識しています。収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的

な取扱いに従っており、当第１四半期会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的

影響額を、当第１四半期会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用し

ております。

　この結果、当第１四半期累計期間の売上高は3,149千円増加し、売上原価は321千円減少し、営業利益、経

常利益及び税引前四半期純利益はそれぞれ3,451千円増加しております。また、利益剰余金の当期首残高は

3,997千円増加しております。

　収益認識会計基準等を適用したため、前事業年度の貸借対照表において「流動資産」に表示していた「売

掛金」は、当第１四半期会計期間より「売掛金及び契約資産」に含めて表示することといたしました。なお、

収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前会計年度について新たな表示方法により組

替えを行っておりません。さらに、「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号 2020年３

月31日）第28-15項に定める経過的な取扱いに従って、前第１四半期連結累計期間に係る顧客との契約から生

じる収益を分解した情報を記載しておりません。

（時価の算定に関する会計基準等の適用）

　「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号2019年７月４日。以下「時価算定会計基準」とい

う。）等を当第１四半期会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計

基準」（企業会計基準第10号2019年７月４日）第44－２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計

基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、四半期財務諸表に

与える影響はありません。

(追加情報)

　新型コロナウイルスの感染拡大の影響については、今後の広がり方や収束時期等を予想することは困難であ

ります。このような状況において、当社は四半期財務諸表作成時における顧客の需要動向等を踏まえ、2022年

10月期の一定期間にわたり当該影響が継続するとの仮定のもと、投資有価証券の評価、固定資産の減損等の会

計上の見積りを行っております。

　なお、現在入手可能な情報に基づいて会計上の見積り・判断を行っておりますが、新型コロナウイルス感染

症拡大の状況や影響については不確定要素が多いため、その状況によっては今後の当社の財政状態、経営成績

に影響を及ぼす可能性があります。
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(四半期キャッシュ・フロー計算書関係)

当第１四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四半期累計

期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。

当第１四半期累計期間
(自2021年11月１日
至2022年１月31日)

減価償却費 212千円

営業権償却 1,706千円

(株主資本等関係)

当第１四半期累計期間(自2021年11月１日 至 2022年１月31日)

１ 配当金支払額

該当事項はありません。

２ 基準日が当第１四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期会計期間の末日後と

なるもの

該当事項はありません。

３ 株主資本の著しい変動

　 該当事項はありません。

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

当第１四半期累計期間(自 2021年11月１日 至 2022年１月31日)

　当社は、ソリューション提供事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

(収益認識関係)

（顧客との契約から生じる収益を分解した情報）

当第１四半期累計期間（自 2021年11月１日 至 2022年１月31日）

　当社の報告セグメントは、「ソリューション提供事業」の単一セグメントとなっております。

ソリューション提供事業

売上高 売上比率

継続的な顧客への売上 151,802千円 75.7％

その他売上 48,539 〃 24.2〃

顧客との契約から生じる収益 200,341 〃 100.0〃

合計 200,341 〃 100.0〃

(注) 直近四半期会計期間までに４四半期会計期間以上連続で売上を計上している顧客への、４四半期目以

降の売上を継続的な顧客への売上として分類し、それ以外の顧客への売上をその他売上として分類し

ております。
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(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

当第１四半期累計期間
(自2021年11月１日
至2022年１月31日)

１株当たり四半期純利益 41円99銭

(算定上の基礎)

四半期純利益(千円) 88,404

普通株主に帰属しない金額(千円) ―

普通株式に係る四半期純利益(千円) 88,404

普通株式の期中平均株式数(株) 2,105,200

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり四
半期純利益の算定に含めなかった潜在株式で、前事業年度
末から重要な変動があったものの概要

―

(注) １．潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、新株予約権の残高がありますが、当社株式は非上場

であり、期中平均株価が把握できないため、記載しておりません。

　 ２．2022年３月16日開催の取締役会にて、2022年４月19日付で普通株式１株につき普通株式２株の割合で株式

分割を行う旨の決議を行っております。当事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して１株当たり

四半期純利益を算定しております。

(重要な後発事象)

　株式の分割及び単元株制度の採用

　 当社は2022年３月16日開催の取締役会決議に基づき、2022年４月19日付をもって株式分割を行っております。

また、当社は、2022年４月４日開催の臨時株主総会決議により、2022年４月４日付で１単元を100株とする単元株

制度を採用しております。

１．株式分割及び単元株制度の目的

　当社株式の投資単位当たりの金額を引き下げ、当社株式の流動性の向上と投資家層の拡大を図ることを目的と

して株式分割を実施するとともに、１単元を100株とする単元株制度を採用いたしました。

２．株式分割の概要

（１）分割方法

　 2022年４月19日の最終の株主名簿に記載または記録された株主の所有株式数を、普通株式１株につき２株の

割合をもって分割しております。

（２）分割により増加する株式数

　株式分割前の発行済株式総数 1,602,600株

　今回の株式分割により増加する株式数 1,602,600株

　株式分割後の発行済株式総数 3,205,200株

　株式分割後の発行可能株式総数 9,500,000株

（３）株式分割の効力発生日

　 2022年４月19日

（４）１株当たり情報に与える影響

　「１株当たり情報」は、当該株式分割が当事業年度の期首に行われたものと仮定して算出しており、これによ

る 影響については、当該箇所に反映されております。

３．単元株制度の概要

　 単元株制度を採用し、普通株式の単元株式数を100株といたしました。
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２ 【その他】

該当事項はありません。

　



― 16 ―

第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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